令和7年4月1日現在

入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る件


当院では下記の項目を算定しています。

１、入院時食事療養（Ⅰ）（１食につき）　　　　　　　　　　　　
   （１）（２）以外の食事療養を行う場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６９０円
　 （２）流動食のみを提供する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２５円　

２、入院時生活療養（Ⅰ）
　　※　療養病棟に入院する６５歳以上の方
　　（１）イ　ロ以外の食事の提供たる療養を行う場合　　　　　　　　　　 　６０４円
　　　　　ロ　流動食のみを提供する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５５０円　
　　（２）温度、証明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養（１日につき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　３９８円

区分が｛一般｝の場合の負担額（食費として　　　１食につき　５１０円）
　　　　　　　　　　　　　　（居住費として　　１日につき　３７０円）
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